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(57)【要約】
【課題】本発明は、隣接する光学部品間に通過光束を制
限する遮光部材が挟まれたレンズユニットに関し、遮光
部材の、光軸に交わる方向の位置ズレが防止されたレン
ズユニットを提供することを目的とする。
【解決手段】鏡胴２０に収容された３つのレンズ１１１
，１２１，１３１のうちの互いに隣接する第１レンズ１
１１および第２レンズ１２１のうちの第１レンズ１１１
の第１の突起１１１１が形成された部分である位置規制
部に、第１レンズ１１１と第２レンズ１２１とに挟まれ
た位置に配置されて通過光束を制限する遮光部材３１１
の、第１レンズ１１１の第１の突起１１１１が入り込む
穴３１１１が設けられた部分である係合部が係合するこ
とによって、この遮光部材３１１の、光軸に交わる方向
の位置を規制する。
【選択図】　　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レンズを含む複数の光学部品と、
　前記複数の光学部品を収容して保持する鏡胴と、
　前記鏡胴に収容された前記複数の光学部品のうちの互いに隣接する第１部品と第２部品
とに挟まれた位置に配置されて通過光束を制限する遮光部材とを備え、
　前記第１部品および前記第２部品のうちの少なくとも一方が、前記遮光部材の、光軸に
交わる方向の位置を規制する位置規制部を有し、
　前記遮光部材が、前記位置規制部に係合する係合部を有することを特徴とするレンズユ
ニット。
【請求項２】
　前記位置規制部および前記係合部のそれぞれが、複数箇所に設けられたものであること
を特徴とする請求項１記載のレンズユニット。
【請求項３】
　前記係合部が、前記遮光部材に設けられた穴を有し、
　前記位置規制部が、前記穴に入り込む、前記第１部品に形成された第１の突起を有する
ことを特徴とする請求項１または２記載のレンズユニット。
【請求項４】
　前記第２部品が、前記穴に対面した位置に第１の窪みを有し、
　前記第１の突起が、前記遮光部材の穴を貫通して前記第１の窪みに入り込む高さを有す
る突起であることを特徴とする請求項３記載のレンズユニット。
【請求項５】
　前記係合部が、前記第１部品に向かって突出した、前記遮光部材に形成された第２の突
起を有し、
　前記位置規制部が、前記第２の突起を受け入れる、前記第１部品に形成された第２の窪
みを有することを特徴とする請求項１または２記載のレンズユニット。
【請求項６】
　前記第２の突起が、前記遮光部材の前記第２部品側の面に第３の窪みを伴う突起である
ことを特徴とする請求項５記載のレンズユニット。
【請求項７】
　前記第２の突起が、前記遮光部材の前記第２部品側の面に第３の窪みを伴う突起であっ
て、
　前記第２部品が、前記第３の窪みに入り込む第３の突起を有することを特徴とする請求
項５記載のレンズユニット。
【請求項８】
　前記係合部が、前記遮光部材の前記第２部品側の面に第３の窪みを伴って前記第１部品
に向かって突出した形状を有し、
　前記位置規制部が、前記第３の窪みに入り込む、前記第２部品に形成された第４の突起
を有することを特徴とする請求項１または２記載のレンズユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、隣接する光学部品間に通過光束を制限する遮光部材が挟まれたレンズユニッ
トに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、カメラ付き携帯電話のカメラや車載用カメラなどのレンズユニットの中には
、例えば互いに隣接する複数のレンズ間に挟まれた位置に配置されて光束の通過範囲を制
限する遮光部材が備えられたレンズユニットがある。
【０００３】
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　このような遮光部材を固定する技術として、例えば、隣接する第１レンズと第２レンズ
との間に、入射光の入射範囲を一定範囲に制限する開口部が設けられたシート状の遮光部
材を挟み込むことによって、その遮光部材を固定する技術が開示されている。（例えば、
特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－７９０７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、レンズユニットが搭載された機器は、温度が変化する環境で使用されることが
多い。例えば車載用カメラは、高温下にさらされたり低温下にさらされたりする。上記特
許文献１に開示された、隣接する第１レンズと第２レンズとの間に遮光部材を挟み込む方
法では、周囲の温度変化によって、レンズや遮光部材が膨張したり収縮して、遮光部材の
、光軸に交わる方向の位置ズレが生じるおそれがある。
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑み、遮光部材の、光軸に交わる方向の位置ズレが防止されたレ
ンズユニットを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成する本発明のレンズユニットは、
　レンズを含む複数の光学部品と、
　上記複数の光学部品を収容して保持する鏡胴と、
　上記鏡胴に収容された上記複数の光学部品のうちの互いに隣接する第１部品と第２部品
とに挟まれた位置に配置されて通過光束を制限する遮光部材とを備え、
　上記第１部品および上記第２部品のうちの少なくとも一方が、上記遮光部材の、光軸に
交わる方向の位置を規制する位置規制部を有し、
　上記遮光部材が、上記位置規制部に係合する係合部を有することを特徴とする。
【０００８】
　ここで、本発明にいう「複数の光学部品」とは、複数のレンズや、隣接するレンズ間に
配置されてそれらのレンズを連結する部品とレンズとの組み合わせを含むものである。
【０００９】
　本発明のレンズユニットは、鏡胴に収容された複数の光学部品のうちの互いに隣接する
第１部品および第２部品のうちの少なくとも一方の位置規制部に、第１部品と第２部品と
に挟まれた位置に配置されて通過光束を制限する遮光部材の係合部が係合することによっ
て、この遮光部材の、光軸に交わる方向の位置を規制するものである。従って、本発明の
レンズユニットによれば、例えば温度変化によって光学部品や遮光部材が膨張したり収縮
しても、位置規制部と係合部との係合によって、遮光部材の、光軸に交わる方向の位置ズ
レが防止される。
【００１０】
　ここで、本発明のレンズユニットは、
　「上記位置規制部および上記係合部のそれぞれが、複数箇所に設けられたものである」
ことが好ましい。
【００１１】
　このような好ましい形態によれば、遮光部材の位置ズレがより確実に抑えられる。
【００１２】
　また、本発明のレンズユニットは、
　「上記係合部が、上記遮光部材に設けられた穴を有し、
　上記位置規制部が、上記穴に入り込む、上記第１部品に形成された第１の突起を有する
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」
ことが好ましい。
【００１３】
　このような好ましい形態によれば、遮光部材の穴に、第１部品の第１の突起が入り込む
ことによって、遮光部材の、光軸に交わる方向の位置が規制され、遮光部材の、光軸に交
わる方向の位置ズレが防止される。また、穴を有する遮光部材は、例えば樹脂製のフィル
ムに対する加工や、樹脂の成型などによって、容易に得ることができる。
【００１４】
　また、本発明のレンズユニットのうちの上記第１の突起を有するレンズユニットは、
　「上記第２部品が、上記穴に対面した位置に第１の窪みを有し、
　上記第１の突起が、上記遮光部材の穴を貫通して上記第１の窪みに入り込む高さを有す
る突起である」
ことも好ましい形態である。
【００１５】
　このような好ましい形態によれば、遮光部材の穴を貫通して、第２部品の第１の窪みに
、第１部品の第１の突起が入り込むことによって、遮光部材の、光軸に交わる方向の位置
が規制され、遮光部材の、光軸に交わる方向の位置ズレが防止される。
【００１６】
　また、本発明のレンズユニットは、
　「上記係合部が、上記第１部品に向かって突出した、上記遮光部材に形成された第２の
突起を有し、
　上記位置規制部が、上記第２の突起を受け入れる、上記第１部品に形成された第２の窪
みを有する」
ことが好ましい。
【００１７】
　このような好ましい形態によれば、第１部品の第２の窪みに、遮光部材の第１部品に向
かって突出した第２の突起が受け入れられることによって、遮光部材の、光軸に交わる方
向の位置が規制され、遮光部材の、光軸に交わる方向の位置ズレが防止される。また、第
２の突起を有する遮光部材は、例えば樹脂の成型などによって、容易に得ることができる
。
【００１８】
　また、本発明のレンズユニットのうちの上記第２の突起を有するレンズユニットは、そ
の第２の突起が、上記遮光部材の上記第２部品側の面に第３の窪みを伴う突起であること
も好ましい形態である。
【００１９】
　このような、第３の窪みを伴う第２の突起を有する遮光部材は、例えば樹脂の成型など
によって、容易に得ることができる。
【００２０】
　また、本発明のレンズユニットのうちの上記第２の突起を有するレンズユニットは、
　「上記第２の突起が、上記遮光部材の上記第２部品側の面に第３の窪みを伴う突起であ
って、
　上記第２部品が、上記第３の窪みに入り込む第３の突起を有する」
ことも好ましい形態である。
【００２１】
　このような好ましい形態によれば、第１部品の第２の窪みに、遮光部材の第１部品に向
かって突出した第２の突起が受け入れられることと、遮光部材の第２部品側の面の第３の
窪みに、第２部品の第３の突起が入り込むこととの双方によって、遮光部材の、光軸に交
わる方向の位置が規制され、遮光部材の、光軸に交わる方向の位置ズレが防止される。ま
た、第３の窪みを伴う第２の突起を有する遮光部材は、例えば樹脂の成型などによって、
容易に得ることができる。
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【００２２】
　また、本発明のレンズユニットは、
　「上記係合部が、上記遮光部材の上記第２部品側の面に第３の窪みを伴って上記第１部
品に向かって突出した形状を有し、
　上記位置規制部が、上記第３の窪みに入り込む、上記第２部品に形成された第４の突起
を有する」
ことが好ましい。
【００２３】
　このような好ましい形態によれば、遮光部材の第２部品側の面の第３の窪みに、第２部
品の第４の突起が入り込むことによって、遮光部材の、光軸に交わる方向の位置が規制さ
れ、遮光部材の、光軸に交わる方向の位置ズレが防止される。また、第２部品側の面に第
３の窪みを伴って第１部品に向かって突出した形状を有する遮光部材は、例えば樹脂の成
型などによって、容易に得ることができる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、遮光部材の、光軸に交わる方向の位置が規制され、遮光部材の、光軸
に交わる方向の位置ズレが防止されたレンズユニットが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の第１実施形態であるレンズユニットの縦断面図である。
【図２】図１に示すＡ部の拡大図である。
【図３】図１に示す第１レンズを第２レンズ側から見た斜視図である。
【図４】本発明の第２実施形態であるレンズユニットの縦断面図である。
【図５】図４に示すＢ部の拡大図である。
【図６】本発明の第３実施形態であるレンズユニットの縦断面図である。
【図７】図６に示すＣ部の拡大図である。
【図８】本発明の第４実施形態であるレンズユニットの縦断面図である。
【図９】図８に示すＤ部の拡大図である。
【図１０】本発明の第５実施形態であるレンズユニットの縦断面図である。
【図１１】図１０に示すＥ部の拡大図である。
【図１２】本発明の第６実施形態であるレンズユニットの縦断面図である。
【図１３】図１２に示すＦ部の拡大図である。
【図１４】本発明の第７実施形態であるレンズユニットの縦断面図である。
【図１５】図１４に示すＧ部の拡大図である。
【図１６】本発明の第８実施形態であるレンズユニットの縦断面図である。
【図１７】図１６に示すＨ部の拡大図である。
【図１８】本発明の第９実施形態であるレンズユニットの縦断面図である。
【図１９】図１８に示すＩ部の拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００２７】
　図１は、本発明の第１実施形態であるレンズユニット１の縦断面図である。また、図２
は、図１に示すＡ部の拡大図、図３は、図１に示す第１レンズ１１１を第２レンズ１２１
側から見た斜視図である。
【００２８】
　図１に示すように、第１実施形態のレンズユニット１は、３つのレンズ１１１，１２１
，１３１と、鏡胴２０と、２つの遮光部材３１１，３２１とを備えている。レンズユニッ
ト１は、不図示の撮像素子が取り付けられることでカメラとなる。
【００２９】
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　鏡胴２０は、３つのレンズ１１１，１２１，１３１を収容して保持するものである。こ
の鏡胴２０が、本発明にいう鏡胴の一例に相当するものである。
【００３０】
　鏡胴２０に収容された３つのレンズ１１１，１２１，１３１は、それぞれプラスチック
製のレンズであって、撮像素子が配置される側から、第１レンズ１１１、第２レンズ１２
１、第３レンズ１３１の順に、光軸が重なるよう配置されている。また、第１レンズ１１
１および第２レンズ１２１は互いに隣接しており、第２レンズ１２１および第３レンズ１
３１は互いに隣接している。これら３つのレンズ１１１，１２１，１３１が、本発明にい
う複数の光学部品の一例に相当するものである。また、これら３つのレンズ１１１，１２
１，１３１のうちの第１レンズ１１１が、本発明にいう第１部品の一例に相当するもので
あって、これら３つのレンズ１１１，１２１，１３１のうちの第２レンズ１２１が、本発
明にいう第２部品の一例に相当するものである。
【００３１】
　遮光部材３１１，３２１は、例えばＰＥＴ（ポリエチレンテレフタラート）フィルムを
基材に使用した樹脂からなる数十μｍの厚さを有するシート状物であって、通過光束を制
限することによって不要な光による鏡胴２０内での乱反射を防ぐものである。２つの遮光
部材３１１，３２１のうちの一方の遮光部材３１１は、互いに隣接する第１レンズ１１１
と第２レンズ１２１とに挟まれた位置に配置されている。また、２つの遮光部材３１１，
３２１のうちの他方の遮光部材３２１は、互いに隣接する第２レンズ１２１と第３レンズ
１３１とに挟まれた位置に配置されている。また、遮光部材３１１，３２１の中央には不
図示の光通過穴が設けられており、遮光部材３１１，３２１よりも被写体側のレンズを通
ってきた光は、その光通過穴を通って隣接するレンズに入射する。この、互いに隣接する
第１レンズ１１１と第２レンズ１２１とに挟まれた位置に配置された遮光部材３１１が、
本発明にいう遮光部材の一例に相当するものである。
【００３２】
　図２，図３に示すように、一方の遮光部材３１１を挟んでいる第１レンズ１１１および
第２レンズ１２１のうちの第１レンズ１１１のフランジ部分１１１０には、第１の突起１
１１１が形成されている。第１の突起１１１１は、第１レンズ１１１の２箇所に設けられ
ており、より詳細には、第１レンズ１１１の中心である光軸（図１参照）を挟んで互いに
反対側に設けられている。この第１レンズ１１１の、第１の突起１１１１が形成された部
分が、本発明にいう位置規制部の一例に相当するものであって、その第１の突起１１１１
が、本発明にいう第１の突起の一例に相当するものである。
【００３３】
　また、図２に示すように、互いに隣接する第１レンズ１１１と第２レンズ１２１とに挟
まれた位置に配置された遮光部材３１１は、第１レンズ１１１の第１の突起１１１１が入
り込む穴３１１１を有する。この穴３１１１は、第１の突起１１１１に合わせて、遮光部
材３１１の２箇所に設けられており、より詳細には、第１レンズ１１１の中心である光軸
（図１参照）を挟んで互いに反対側に設けられている。この遮光部材３１１の、穴３１１
１が設けられた部分が、本発明にいう係合部の一例に相当するものであって、その穴３１
１１が、本発明にいう穴の一例に相当するものである。
【００３４】
　また、図２に示すように、第１レンズ１１１の第１の突起１１１１は、遮光部材３１１
の厚さよりも高く形成されており、遮光部材３１１の穴３１１１に入り込んだ第１の突起
１１１１は、その穴３１１１を貫通して第２レンズ１２１のフランジ部分１２１０に接し
ている。
【００３５】
　第１実施形態のレンズユニット１によれば、遮光部材３１１の穴３１１１に、第１レン
ズ１１１の第１の突起１１１１が入り込むことによって、遮光部材３１１の、光軸に交わ
る方向の位置が規制され、遮光部材３１１の、光軸に交わる方向の位置ズレが防止される
。
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【００３６】
　また、第１実施形態のレンズユニット１によれば、第１レンズ１１１と第２レンズ１２
１とが直接接するので、これらのレンズ間の間隔精度が高い。尚、遮光部材３１１は第２
レンズ１２１との間にクリアランスを持つが、微小であれば光学的に影響しない。
【００３７】
　以上で、本発明の第１実施形態の説明を終了し、本発明の第２実施形態について説明す
る。
【００３８】
　尚、以下説明する第２実施形態は、上述した第１実施形態の第１レンズ１１１を、この
第１レンズ１１１とは異なる第１レンズ１１２に置き換えたものである。
【００３９】
　以下、第１実施形態における要素と同じ要素については同じ符号を付して説明を省略し
、第１実施形態との相違点についてのみ説明する。
【００４０】
　図４は、本発明の第２実施形態であるレンズユニット２の縦断面図である。また、図５
は、図４に示すＢ部の拡大図である。
【００４１】
　図４に示すように、第２実施形態のレンズユニット２は、３つのレンズ１１２，１２１
，１３１と、鏡胴２０と、２つの遮光部材３１１，３２１とを備えている。
【００４２】
　鏡胴２０に収容された３つのレンズ１１２，１２１，１３１のうちの第１レンズ１１２
および第２レンズ１２１は互いに隣接している。これら３つのレンズ１１２，１２１，１
３１が、本発明にいう複数の光学部品の一例に相当するものである。また、これら３つの
レンズ１１２，１２１，１３１のうちの第１レンズ１１２が、本発明にいう第１部品の一
例に相当するものである。
【００４３】
　図５に示すように、一方の遮光部材３１１を挟んでいる第１レンズ１１２および第２レ
ンズ１２１のうちの第１レンズ１１２のフランジ部分１１２０には、第１の突起１１２１
が形成されている。この第１レンズ１１２の、第１の突起１１２１が形成された部分が、
本発明にいう位置規制部の一例に相当するものであって、その第１の突起１１２１が、本
発明にいう第１の突起の一例に相当するものである。
【００４４】
　また、図５に示すように、第１レンズ１１２の第１の突起１１２１は、遮光部材３１１
の厚さよりも低く形成されており、遮光部材３１１が、第１レンズ１１２のフランジ部分
１１２０と第２レンズ１２１のフランジ部分１２１０とに挟み込まれている。
【００４５】
　第２実施形態のレンズユニット２によれば、遮光部材３１１の穴３１１１に、第１レン
ズ１１１の第１の突起１１２１が入り込むことによって、遮光部材３１１の、光軸に交わ
る方向の位置が規制され、遮光部材３１１の、光軸に交わる方向の位置ズレが防止される
。
【００４６】
　また、第２実施形態のレンズユニット２によれば、遮光部材３１１が第１レンズ１１２
と第２レンズ１２１との双方に接しているので、その遮光部材３１１がより一層確実に固
定される。
【００４７】
　以上で、本発明の第２実施形態の説明を終了し、本発明の第３実施形態について説明す
る。
【００４８】
　尚、以下説明する第３実施形態は、上述した第１実施形態の第１レンズ１１１を、この
第１レンズ１１１とは異なる第１レンズ１１３に置き換え、第１実施形態の第２レンズ１
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２１を、この第２レンズ１２１とは異なる第１レンズ１２２に置き換えたものである。
【００４９】
　以下、第１実施形態における要素と同じ要素については同じ符号を付して説明を省略し
、第１実施形態との相違点についてのみ説明する。
【００５０】
　図６は、本発明の第３実施形態であるレンズユニット３の縦断面図である。また、図７
は、図６に示すＣ部の拡大図である。
【００５１】
　図６に示すように、第３実施形態のレンズユニット３は、３つのレンズ１１３，１２２
，１３１と、鏡胴２０と、２つの遮光部材３１１，３２１とを備えている。
【００５２】
　鏡胴２０に収容された３つのレンズ１１３，１２２，１３１のうちの第１レンズ１１３
および第２レンズ１２２は互いに隣接している。また、それら３つのレンズ１１３，１２
２，１３１のうちの第２レンズ１２２および第３レンズ１３１は互いに隣接している。こ
れら３つのレンズ１１３，１２２，１３１が、本発明にいう複数の光学部品の一例に相当
するものである。また、これら３つのレンズ１１３，１２２，１３１のうちの第１レンズ
１１３が、本発明にいう第１部品の一例に相当するものであって、これら３つのレンズ１
１３，１２２，１３１のうちの第２レンズ１２２が、本発明にいう第２部品の一例に相当
するものである。
【００５３】
　図７に示すように、一方の遮光部材３１１を挟んでいる第１レンズ１１３および第２レ
ンズ１２２のうちの第１レンズ１１３のフランジ部分１１３０には、第１の突起１１３１
が形成されている。この第１レンズ１１３の、第１の突起１１３１が形成された部分が、
本発明にいう位置規制部の一例に相当するものであって、その第１の突起１１３１が、本
発明にいう第１の突起の一例に相当するものである。
【００５４】
　また、図７に示すように、一方の遮光部材３１１を挟んでいる第１レンズ１１３および
第２レンズ１２２のうちの第２レンズ１２２のフランジ部分１２２０であって、遮光部材
３１１の穴３１１１に対面した位置には、第１の窪み１２２１が形成されている。この第
２レンズ１２２の第１の窪み１２２１が、本発明にいう第１の窪みの一例に相当するもの
である。
【００５５】
　また、図７に示すように、第１レンズ１１３の第１の突起１１３１は、遮光部材３１１
の厚さよりも高く形成されるとともに、遮光部材３１１の穴３１１１を貫通して第２レン
ズ１２２の第１の窪みに入り込む高さを有する突起である。そして、第２レンズ１２２の
第１の窪み１２２１に入り込んだ第１レンズ１１３の第１の突起１１３１は、第２レンズ
１２２の第１の窪み１２２１に接している。
【００５６】
　第３実施形態のレンズユニット３によれば、遮光部材３１１の穴３１１１を貫通して、
第２レンズ１２２の第１の窪み１２２１に、第１レンズ１１３の第１の突起１１３１が入
り込むことによって、遮光部材３１１の、光軸に交わる方向の位置が規制され、遮光部材
３１１の、光軸に交わる方向の位置ズレが防止される。
【００５７】
　また、第３実施形態のレンズユニット３によれば、第１レンズ１１３と第２レンズ１２
２とが直接接するので、これらのレンズ間の間隔精度が高い。尚、遮光部材３１１は第２
レンズ１２２との間にクリアランスを持つが、微小であれば光学的に影響しない。
【００５８】
　以上で、本発明の第３実施形態の説明を終了し、本発明の第４実施形態について説明す
る。
【００５９】
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　尚、以下説明する第４実施形態は、上述した第３実施形態の第１レンズ１１３を、この
第１レンズ１１３とは異なる第１レンズ１１４に置き換えたものである。
【００６０】
　以下、第３実施形態における要素と同じ要素については同じ符号を付して説明を省略し
、第３実施形態との相違点についてのみ説明する。
【００６１】
　図８は、本発明の第４実施形態であるレンズユニット４の縦断面図である。また、図９
は、図８に示すＤ部の拡大図である。
【００６２】
　図８に示すように、第４実施形態のレンズユニット４は、３つのレンズ１１４，１２２
，１３１と、鏡胴２０と、２つの遮光部材３１１，３２１とを備えている。
【００６３】
　鏡胴２０に収容された３つのレンズ１１４，１２２，１３１のうちの第１レンズ１１４
および第２レンズ１２２は互いに隣接している。これら３つのレンズ１１４，１２２，１
３１が、本発明にいう複数の光学部品の一例に相当するものである。また、これら３つの
レンズ１１４，１２２，１３１のうちの第１レンズ１１４が、本発明にいう第１部品の一
例に相当するものである。
【００６４】
　図９に示すように、一方の遮光部材３１１を挟んでいる第１レンズ１１４および第２レ
ンズ１２２のうちの第１レンズ１１４のフランジ部分１１４０には、第１の突起１１４１
が形成されている。この第１レンズ１１４の、第１の突起１１４１が形成された部分が、
本発明にいう位置規制部の一例に相当するものであって、その第１の突起１１４１が、本
発明にいう第１の突起の一例に相当するものである。
【００６５】
　また、図９に示すように、第１レンズ１１４の第１の突起１１４１は、遮光部材３１１
の厚さよりも高く形成されるとともに、遮光部材３１１の穴３１１１を貫通して第２レン
ズ１２２の第１の窪みに入り込む高さを有する突起である。そして、第２レンズ１２２の
第１の窪み１２２１に入り込んだ第１の突起１１４１は、第２レンズ１２２の第１の窪み
１２２１と離間しており、遮光部材３１１が、第１レンズ１１４のフランジ部分１１４０
と第２レンズ１２２のフランジ部分１２２０とに挟み込まれている。
【００６６】
　第４実施形態のレンズユニット４によれば、遮光部材３１１の穴３１１１を貫通して、
第２レンズ１２２の第１の窪み１２２１に、第１レンズ１１４の第１の突起１１４１が入
り込むことによって、遮光部材３１１の、光軸に交わる方向の位置が規制され、遮光部材
３１１の、光軸に交わる方向の位置ズレが防止される。
【００６７】
　また、第４実施形態のレンズユニット４によれば、遮光部材３１１が第１レンズ１１４
と第２レンズ１２２との双方に接しているので、その遮光部材３１１がより一層確実に固
定される。
【００６８】
　以上で、本発明の第４実施形態の説明を終了し、本発明の第５実施形態について説明す
る。
【００６９】
　尚、以下説明する第５実施形態は、上述した第１実施形態の第１レンズ１１１を、この
第１レンズ１１１とは異なる第１レンズ１１５に置き換え、第１実施形態の遮光部材３１
１を、この遮光部材３１１とは異なる遮光部材３１２に置き換えたものである。
【００７０】
　以下、第１実施形態における要素と同じ要素については同じ符号を付して説明を省略し
、第１実施形態との相違点についてのみ説明する。
【００７１】
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　図１０は、本発明の第５実施形態であるレンズユニット５の縦断面図である。また、図
１１は、図１０に示すＥ部の拡大図である。
【００７２】
　図１０に示すように、第５実施形態のレンズユニット５は、３つのレンズ１１５，１２
１，１３１と、鏡胴２０と、２つの遮光部材３１２，３２１とを備えている。
【００７３】
　鏡胴２０に収容された３つのレンズ１１５，１２１，１３１のうちの第１レンズ１１５
および第２レンズ１２１は互いに隣接している。これら３つのレンズ１１５，１２１，１
３１が、本発明にいう複数の光学部品の一例に相当するものである。また、これら３つの
レンズ１１５，１２１，１３１のうちの第１レンズ１１５が、本発明にいう第１部品の一
例に相当するものである。
【００７４】
　遮光部材３１２は、例えばポリカーボネートを成型してなる数十μｍの厚さを有するシ
ート状物であって、通過光束を制限するものである。２つの遮光部材３１２，３２１のう
ちの一方の遮光部材３１２は、互いに隣接する第１レンズ１１５と第２レンズ１２１とに
挟まれた位置に配置されている。この、互いに隣接する第１レンズ１１５と第２レンズ１
２１とに挟まれた位置に配置された遮光部材３１２が、本発明にいう遮光部材の一例に相
当するものである。
【００７５】
　図１１に示すように、一方の遮光部材３１２を挟んでいる第１レンズ１１５および第２
レンズ１２１のうちの第１レンズ１１５のフランジ部分１１５０には、第２の窪み１１５
１が形成されている。この第１レンズ１１５の、第２の窪み１１５１が形成された部分が
、本発明にいう位置規制部の一例に相当するものであって、その第２の窪み１１５１が、
本発明にいう第２の窪みの一例に相当するものである。
【００７６】
　また、図１１に示すように、互いに隣接する第１レンズ１１５と第２レンズ１２１とに
挟まれた位置に配置された遮光部材３１２は、第１レンズ１１５の第２の窪み１１５１に
受け入れられる、第１レンズ１１５に向かって突出した第２の突起３１２１を有する。こ
の遮光部材３１２の、第２の突起３１２１が設けられた部分が、本発明にいう係合部の一
例に相当するものであって、その第２の突起３１２１が、本発明にいう第２の突起の一例
に相当するものである。
【００７７】
　また、図１１に示すように、遮光部材３１２の第２の突起３１２１は、第１レンズ１１
５の第２の窪み１１５１よりも低く形成されており、遮光部材３１２が、第１レンズ１１
５のフランジ部分１１５０と第２レンズ１２１のフランジ部分１２１０とに挟み込まれて
いる。
【００７８】
　第５実施形態のレンズユニット５によれば、第１レンズ１１５の第２の窪み１１５１に
、遮光部材３１２に形成され第１レンズ１１５に向かって突出した第２の突起３１２１が
受け入れられることによって、遮光部材３１２の、光軸に交わる方向の位置が規制され、
遮光部材３１２の、光軸に交わる方向の位置ズレが防止される。
【００７９】
　また、第５実施形態のレンズユニット５によれば、遮光部材３１２が第１レンズ１１５
と第２レンズ１２１との双方に接しているので、その遮光部材３１２がより一層確実に固
定される。
【００８０】
　以上で、本発明の第５実施形態の説明を終了し、本発明の第６実施形態について説明す
る。
【００８１】
　尚、以下説明する第６実施形態は、上述した第１実施形態の第１レンズ１１１を、この
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第１レンズ１１１とは異なる第１レンズ１１６に置き換え、第１実施形態の遮光部材３１
１を、この遮光部材３１１とは異なる遮光部材３１３に置き換えたものである。
【００８２】
　以下、第１実施形態における要素と同じ要素については同じ符号を付して説明を省略し
、第１実施形態との相違点についてのみ説明する。
【００８３】
　図１２は、本発明の第６実施形態であるレンズユニット６の縦断面図である。また、図
１３は、図１２に示すＦ部の拡大図である。
【００８４】
　図１２に示すように、第６実施形態のレンズユニット６は、３つのレンズ１１６，１２
１，１３１と、鏡胴２０と、２つの遮光部材３１３，３２１とを備えている。
【００８５】
　鏡胴２０に収容された３つのレンズ１１６，１２１，１３１のうちの第１レンズ１１６
および第２レンズ１２１は互いに隣接している。これら３つのレンズ１１６，１２１，１
３１が、本発明にいう複数の光学部品の一例に相当するものである。また、これら３つの
レンズ１１６，１２１，１３１のうちの第１レンズ１１６が、本発明にいう第１部品の一
例に相当するものである。
【００８６】
　遮光部材３１３は、例えばポリカーボネートを成型してなる数十μｍの厚さを有するシ
ート状物であって、通過光束を制限するものである。２つの遮光部材３１３，３２１のう
ちの一方の遮光部材３１３は、互いに隣接する第１レンズ１１６と第２レンズ１２１とに
挟まれた位置に配置されている。この、互いに隣接する第１レンズ１１６と第２レンズ１
２１とに挟まれた位置に配置された遮光部材３１３が、本発明にいう遮光部材の一例に相
当するものである。
【００８７】
　図１３に示すように、一方の遮光部材３１３を挟んでいる第１レンズ１１６および第２
レンズ１２１のうちの第１レンズ１１６のフランジ部分１１６０には、第２の窪み１１６
１が形成されている。この第１レンズ１１６の、第２の窪み１１６１が形成された部分が
、本発明にいう位置規制部の一例に相当するものであって、その第２の窪み１１６１が、
本発明にいう第２の窪みの一例に相当するものである。
【００８８】
　また、図１３に示すように、互いに隣接する第１レンズ１１６と第２レンズ１２１とに
挟まれた位置に配置された遮光部材３１３は、第１レンズ１１６の第２の窪み１１６１に
受け入れられる、第１レンズ１１６に向かって突出した第２の突起３１３１を有する。こ
の遮光部材３１３の、第２の突起３１３１が設けられた部分が、本発明にいう係合部の一
例に相当するものであって、その第２の突起３１３１が、本発明にいう第２の突起の一例
に相当するものである。
【００８９】
　また、図１３に示すように、遮光部材３１３の第２の突起３１３１は、第１レンズ１１
６の第２の窪み１１６１よりも高く形成されており、第１レンズ１１６の第２の窪み１１
６１に入り込んだ遮光部材３１３の第２の突起３１３１は、第１レンズ１１６の第２の窪
み１１６１に接している。
【００９０】
　第６実施形態のレンズユニット６によれば、第１レンズ１１６の第２の窪み１１６１に
、遮光部材３１３に形成され第１レンズ１１６に向かって突出した第２の突起３１３１が
受け入れられることによって、遮光部材３１３の、光軸に交わる方向の位置が規制され、
遮光部材３１３の、光軸に交わる方向の位置ズレが防止される。
【００９１】
　また、第６実施形態のレンズユニット６によれば、遮光部材３１３が第１レンズ１１６
と第２レンズ１２１との双方に接しているので、その遮光部材３１３がより一層確実に固
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定される。
【００９２】
　以上で、本発明の第６実施形態の説明を終了し、本発明の第７実施形態について説明す
る。
【００９３】
　尚、以下説明する第７実施形態は、上述した第６実施形態の遮光部材３１３を、この遮
光部材３１３とは異なる遮光部材３１４に置き換えたものである。
【００９４】
　以下、第６実施形態における要素と同じ要素については同じ符号を付して説明を省略し
、第６実施形態との相違点についてのみ説明する。
【００９５】
　図１４は、本発明の第７実施形態であるレンズユニット７の縦断面図である。また、図
１５は、図１４に示すＧ部の拡大図である。
【００９６】
　図１４に示すように、第７実施形態のレンズユニット７は、３つのレンズ１１６，１２
１，１３１と、鏡胴２０と、２つの遮光部材３１４，３２１とを備えている。
【００９７】
　遮光部材３１４は、例えばポリカーボネートを成型してなる数十μｍの厚さを有するシ
ート状物であって、通過光束を制限するものである。２つの遮光部材３１４，３２１のう
ちの一方の遮光部材３１４は、互いに隣接する第１レンズ１１６と第２レンズ１２１とに
挟まれた位置に配置されている。この、互いに隣接する第１レンズ１１６と第２レンズ１
２１とに挟まれた位置に配置された遮光部材３１４が、本発明にいう遮光部材の一例に相
当するものである。
【００９８】
　また、図１５に示すように、互いに隣接する第１レンズ１１６と第２レンズ１２１とに
挟まれた位置に配置された遮光部材３１４は、第１レンズ１１６の第２の窪み１１６１に
受け入れられる、第１レンズ１１６に向かって突出した第２の突起３１４１を有する。そ
して、この第２の突起３１４１は、遮光部材３１４の第２レンズ１２１側の面に第３の窪
み３１４２を伴う突起である。この遮光部材３１４の、第２の突起３１４１が設けられた
部分が、本発明にいう係合部の一例に相当するものである。その第２の突起３１４１が、
本発明にいう第２の突起の一例に相当するものであって、その第３の窪み３１４２が、本
発明にいう第３の窪みの一例に相当するものである。
【００９９】
　また、図１５に示すように、遮光部材３１４の第２の突起３１４１は、第１レンズ１１
６の第２の窪み１１６１よりも高く形成されており、第１レンズ１１６の第２の窪み１１
６１に入り込んだ遮光部材３１４の第２の突起３１４１は、第１レンズ１１６の第２の窪
み１１６１に接している。
【０１００】
　第７実施形態のレンズユニット７によれば、第１レンズ１１６の第２の窪み１１６１に
、遮光部材３１４に形成され第１レンズ１１６に向かって突出した第２の突起３１４１が
受け入れられることによって、遮光部材３１４の、光軸に交わる方向の位置が規制され、
遮光部材３１４の、光軸に交わる方向の位置ズレが防止される。
【０１０１】
　また、第７実施形態のレンズユニット７によれば、遮光部材３１４が第１レンズ１１６
と第２レンズ１２１との双方に接しているので、その遮光部材３１４がより一層確実に固
定される。
【０１０２】
　以上で、本発明の第７実施形態の説明を終了し、本発明の第８実施形態について説明す
る。
【０１０３】



(13) JP 2011-107648 A 2011.6.2

10

20

30

40

50

　尚、以下説明する第８実施形態は、上述した第７実施形態の第２レンズ１２１を、この
第２レンズ１２１とは異なる第２レンズ１２３に置き換えたものである。
【０１０４】
　以下、第７実施形態における要素と同じ要素については同じ符号を付して説明を省略し
、第７実施形態との相違点についてのみ説明する。
【０１０５】
　図１６は、本発明の第８実施形態であるレンズユニット８の縦断面図である。また、図
１７は、図１６に示すＨ部の拡大図である。
【０１０６】
　図１６に示すように、第８実施形態のレンズユニット８は、３つのレンズ１１６，１２
３，１３１と、鏡胴２０と、２つの遮光部材３１４，３２１とを備えている。
【０１０７】
　鏡胴２０に収容された３つのレンズ１１６，１２３，１３１のうちの第１レンズ１１６
および第２レンズ１２３は互いに隣接している。また、それら３つのレンズ１１６，１２
３，１３１のうちの第２レンズ１２３および第３レンズ１３１は互いに隣接している。こ
れら３つのレンズ１１６，１２３，１３１が、本発明にいう複数の光学部品の一例に相当
するものである。また、これら３つのレンズ１１６，１２３，１３１のうちの第２レンズ
１２３が、本発明にいう第２部品の一例に相当するものである。
【０１０８】
　また、図１７に示すように、一方の遮光部材３１４を挟んでいる第１レンズ１１６およ
び第２レンズ１２３のうちの第２レンズ１２３のフランジ部分１２３０には、遮光部材３
１４の第２レンズ１２３側の面の第３の窪み３１４２に入り込む、遮光部材３１４の第３
の窪み３１４２よりも低い第３の突起１２３１が形成されている。この第２レンズ１２３
の第３の突起１２３１が、本発明にいう第３の突起の一例に相当するものである。
【０１０９】
　第８実施形態のレンズユニット８によれば、第１レンズ１１６の第２の窪み１１６１に
、遮光部材３１４に形成され第１レンズ１１６に向かって突出した第２の突起３１４１が
受け入れられることと、遮光部材３１４の第３の窪み３１４２に、第２レンズ１２３の第
３の突起１２３１が入り込むこととの双方によって、遮光部材３１４の、光軸に交わる方
向の位置が規制され、遮光部材３１４の、光軸に交わる方向の位置ズレが防止される。
【０１１０】
　また、第８実施形態のレンズユニット８によれば、遮光部材３１４が第１レンズ１１６
と第２レンズ１２３との双方に接しているので、その遮光部材３１４がより一層確実に固
定される。
【０１１１】
　以上で、本発明の第８実施形態の説明を終了し、本発明の第９実施形態について説明す
る。
【０１１２】
　尚、以下説明する第９実施形態は、上述した第８実施形態の第１レンズ１１６を、この
第１レンズ１１６とは異なる第１レンズ１１７に置き換えたものである。
【０１１３】
　以下、第８実施形態における要素と同じ要素については同じ符号を付して説明を省略し
、第８実施形態との相違点についてのみ説明する。
【０１１４】
　図１８は、本発明の第９実施形態であるレンズユニット９の縦断面図である。また、図
１９は、図１８に示すＩ部の拡大図である。
【０１１５】
　図１８に示すように、第９実施形態のレンズユニット９は、３つのレンズ１１７，１２
３，１３１と、鏡胴２０と、２つの遮光部材３１４，３２１とを備えている。
【０１１６】
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　鏡胴２０に収容された３つのレンズ１１７，１２３，１３１のうちの第１レンズ１１７
および第２レンズ１２３は互いに隣接している。これら３つのレンズ１１７，１２３，１
３１が、本発明にいう複数の光学部品の一例に相当するものである。また、これら３つの
レンズ１１７，１２３，１３１のうちの第１レンズ１１７が、本発明にいう第１部品の一
例に相当するものである。
【０１１７】
　また、図１９に示すように、互いに隣接する第１レンズ１１７と第２レンズ１２３とに
挟まれた位置に配置された遮光部材３１４は、第１レンズ１１７に向かって突出した第２
の突起３１４１を有する。そして、この第２の突起３１４１は、遮光部材３１４の第２レ
ンズ１２３側の面に第３の窪み３１４２を伴う突起である。この遮光部材３１４の第２レ
ンズ１２３側の面に第３の窪み３１４２を伴って第１レンズ１１７に向かって突出した形
状を有する部分が、本発明にいう係合部の一例に相当するものである。その第３の窪み３
１４２が、本発明にいう第３の窪みの一例に相当するものである。
【０１１８】
　また、図１９に示すように、一方の遮光部材３１４を挟んでいる第１レンズ１１７およ
び第２レンズ１２３のうちの第１レンズ１１７のフランジ部分１１７０には、窪みや突起
が形成されていない。
【０１１９】
　また、図１９に示すように、一方の遮光部材３１４を挟んでいる第１レンズ１１７およ
び第２レンズ１２３のうちの第２レンズ１２３のフランジ部分１２３０には、遮光部材３
１４の第２レンズ１２３側の面の第３の窪み３１４２に入り込む、遮光部材３１４の第３
の窪み３１４２よりも低い第３の突起１２３１が形成されている。この第２レンズ１２３
の第３の突起１２３１が形成された部分が、本発明にいう位置規制部の一例に相当するも
のであって、その第３の突起１２３１が、本発明にいう第４の突起の一例に相当するもの
である。
【０１２０】
　第９実施形態のレンズユニット９によれば、遮光部材３１４の第２レンズ１２３側の面
の第３の窪み３１４２に、第２レンズ１２３の第３の突起１２３１が入り込むことによっ
て、遮光部材３１４の、光軸に交わる方向の位置が規制され、遮光部材３１４の、光軸に
交わる方向の位置ズレが防止される。
【０１２１】
　また、第９実施形態のレンズユニット９によれば、遮光部材３１４が第１レンズ１１７
と第２レンズ１２３との双方に接しているので、その遮光部材３１４がより一層確実に固
定される。
【０１２２】
　以上で、本発明の第９実施形態の説明を終了する。
【０１２３】
　尚、上述した各実施形態では、本発明にいう複数の光学部品が、３つのレンズである例
を挙げて説明したが、本発明にいう複数の光学部品は、これらに限られるものではなく、
例えば、いかなる枚数のレンズであってもよく、あるいは、隣接するレンズ間に配置され
てそれらのレンズを連結する部品とレンズとの組み合わせであってもよい。
【０１２４】
　また、上述した各実施形態では、本発明にいう遮光部材が、互いに隣接する第１レンズ
と第２レンズとに挟まれた位置に配置された遮光部材である例を挙げて説明したが、本発
明にいう遮光部材は、これに限られるものではなく、互いに隣接する第２レンズと第３レ
ンズとに挟まれた位置に配置された遮光部材であってもよく、あるいは、双方の遮光部材
であってもよい。
【０１２５】
　また、上述した第１実施形態～第４実施形態では、本発明にいう遮光部材が、ＰＥＴ（
ポリエチレンテレフタラート）フィルムを基材に使用した樹脂からなるシート状物である
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に限られるものではなく、例えば、ポリカーボネートを成型してなるシート状物であって
もよく、あるいは、シート状の金属を加工してなるシート状物であってもよい。
【０１２６】
　また、上述した第５実施形態～第９実施形態では、本発明にいう遮光部材が、ポリカー
ボネートを成型してなるシート状物である例を挙げて説明したが、上述した第５実施形態
～第９実施形態における遮光部材は、これに限られるものではなく、例えば、シート状の
金属を加工してなるシート状物であってもよい。
【０１２７】
　また、上述した実施形態では、本発明にいう位置規制部および係合部の例として、それ
ぞれ２箇所に設けられた突起や穴、窪みを説明したが、位置規制部および係合部は、それ
ぞれ３箇所以上に設けられたものであってもよく、また、１箇所に設けられたものであっ
てもよい。
【符号の説明】
【０１２８】
　１，２，３，４，５，６，７，８，９　　レンズユニット
　１１１，１１２，１１３，１１４，１１５，１１６，１１７　　第１レンズ
　１１１０，１１２０，１１３０，１１４０，１１５０，１１６０，１１７０　　フラン
ジ部分
　１１１１，１１２１，１１３１，１１４１　　第１の突起
　１１５１，１１６１　　第２の窪み
　１２１，１２２，１２３　　第２レンズ
　１２１０，１２２０，１２３０　　フランジ部分
　１２２１　　第１の窪み
　１２３１　　第３の突起
　１３１　　第３レンズ
　２０　　鏡胴
　３１１，３２１，３１２，３１３，３１４　　遮光部材
　３１１１　　穴
　３１２１，３１３１，３１４１　　第２の突起
　３１４２　　第３の窪み
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【図１１】 【図１２】



(19) JP 2011-107648 A 2011.6.2

【図１３】 【図１４】
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